
一
頁

政
令
第
二
百
三
十
八
号

厚
生
労
働
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
二
十
条
第
一
項
及
び

第
三
項
並
び
に
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
四
十
九
条
」
を
「
第
四
十
八
条
」
に
、
「
第
五
十
条
」
を
「
第
四
十
九
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
大
臣
官
房
に
統
計
情
報
部
を
、
」
を
削
る
。

第
三
条
第
一
項
中
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
を
削
り
、
第
二
十
三
号
を
第
二
十
号
と
し
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
七
条
第
一
項
中
第
二
十
一
号
を
第
二
十
四
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
十

一
号
中
「
第
七
号
」
を
「
第
十
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
中
第
十
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
二
号
か

ら
第
九
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

二

労
働
者
の
団
結
す
る
権
利
及
び
団
体
交
渉
そ
の
他
の
団
体
行
動
を
す
る
権
利
の
保
障
に
関
す
る
こ
と
（
中
央
労
働
委
員

会
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。



二
頁

三

労
働
関
係
の
調
整
に
関
す
る
政
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

四

個
別
労
働
関
係
紛
争
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
七
条
第
二
項
中
「
前
項
第
四
号
及
び
第
五
号
」
を
「
前
項
第
七
号
及
び
第
八
号
」
に
、
「
同
項
第
十
六
号
」
を
「
同
項
第

十
九
号
」
に
、
「
同
項
第
十
八
号
」
を
「
同
項
第
二
十
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
二
十
号
中
「
大
臣
官
房
及
び
」
を
削
る
。

第
十
五
条
第
十
号
を
削
り
、
同
条
第
十
一
号
中
「
中
央
労
働
委
員
会
」
の
下
に
「
及
び
労
働
基
準
局
」
を
加
え
、
同
号
を
同

条
第
十
号
と
し
、
同
条
第
十
二
号
を
同
条
第
十
一
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

人
口
動
態
統
計
、
毎
月
勤
労
統
計
調
査
そ
の
他
統
計
に
関
す
る
こ
と
（
他
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
十
五
条
中
第
十
七
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
四
号
を
第

十
七
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
五

厚
生
労
働
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
資
料
そ
の
他
の
情
報
の
収
集
及
び
分
析
並
び
に
こ
れ
ら
の
結
果
の
提
供
に
関
す
る

こ
と
（
他
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
六

厚
生
労
働
省
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
他
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。



三
頁

第
十
五
条
第
十
三
号
を
同
条
第
十
四
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三

国
立
国
会
図
書
館
支
部
厚
生
労
働
省
図
書
館
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
八
条
の
見
出
し
中
「
情
報
政
策
・
政
策
評
価
審
議
官
」
を
「
総
合
政
策
・
政
策
評
価
審
議
官
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
・
情
報
化
審
議
官
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
情
報
政
策
・
政
策
評
価
審
議
官
一
人
」
を
「
総
合
政
策
・
政
策
評
価
審
議

官
一
人
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
審
議
官
一
人
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
情
報
政
策
・
政
策
評
価
審
議
官
」

を
「
総
合
政
策
・
政
策
評
価
審
議
官
」
に
、
「
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
（
厚
生
労
働
省
の
所
掌
事
務

所
掌
事

に
関
す
る
総
合
的
か
つ
基
本
的
な
政
策
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
厚
生
労
働
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
」
を
「

」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項

務
に
関
す
る
総
合
的
か
つ
基
本
的
な
政
策
及
び

と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
厚
生
労
働
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ

５
リ
テ
ィ
（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
を
い
う
。
）
の
確
保
並
び
に
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
並
び
に
こ
れ
ら
と
併
せ
て
行
わ
れ
る
事
務
の
運
営
の
改

善
及
び
効
率
化
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
事
務
並
び
に
関
係
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。



四
頁

第
二
十
条
第
一
項
中
「
、
統
計
情
報
部
に
置
く
も
の
の
ほ
か
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で

削
除

第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
を
削
り
、
第
一
章
第
二
節
第
三
款
第
三
目
中
第
四
十
五
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で

削
除

「
医
薬
品
審
査
管
理
課

第
五
十
条
第
一
項
中
「
五
課
」
を
「
六
課
」
に
、
「
審
査
管
理
課
」
を

に
改
め
、
第
一
章
第
二

医
療
機
器
審
査
管
理
課
」

節
第
三
款
第
四
目
中
同
条
を
第
四
十
九
条
と
し
、
第
五
十
一
条
を
第
五
十
条
と
す
る
。

第
五
十
二
条

、
医
薬

（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
審
査
管
理
課
」
を
「
医
薬
品
審
査
管
理
課
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「

部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品

（
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。
第
三
号
及
び
第
十
一
号
に
お

」
を
「

い
て
同
じ
。
）
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品

（
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。
次
号
及

」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
医
薬
品

び
第
十
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品

等

並
び
に
医
療

」
を
「
医
薬
品

」
に
、
「

機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
業
の
登
録
並
び
に
医
薬
品
等
の

及
び
再
生

」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「



五
頁

」
を
削
り
、
同
条
中
第
四
号
及
び
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
四
号
と
し
、
第
七
号
を
第
五
号
と
し
、
同
条
第

医
療
等
製
品

八
号
中
「

」
を
「

」
に
改

、
希
少
疾
病
用
医
療
機
器
及
び
希
少
疾
病
用
再
生
医
療
等
製
品

（
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。
）

め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
中
第
九
号
を
第
七
号
と
し
、
第
十
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
九
号
と
し
、
第

十
二
号
を
第
十
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
の
行
う
次
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

イ

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
第
十
五
条
第
一
項
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
（
同
号
イ

及
び
ロ
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
医
薬
品
等
に
関
す
る
こ
と
に
限
り
、
同
号
ハ
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
医
薬
品

等
の
製
造
業
の
許
可
及
び
製
造
販
売
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
、
医
薬
品
の
再
審
査
及
び
再
評
価
に
関
す
る
こ
と
、
日
本

薬
局
方
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
医
薬
品
等
の
基
準
に
関
す
る
こ
と
に
限
り
、
同
号
ニ
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
医
薬

品
等
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）

ロ

イ
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

ハ

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効

性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」



六
頁

と
い
う
。
）
第
八
十
条
の
五
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
（
医
薬
品
等
に
関
す
る
こ

と
に
限
る
。
）

第
五
十
二
条
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
を
削
り
、
同
条
を
第
五
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
医
療
機
器
審
査
管
理
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
二
条

医
療
機
器
審
査
管
理
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

医
療
機
器
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
に
お
い
て
「
医
療
機

器
等
」
と
い
う
。
）
の
生
産
に
関
す
る
技
術
上
の
指
導
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二

医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
業
の
登
録
、
医
療
機
器
等
の
製
造
販
売
の
承
認
並
び
に
再
生
医
療
等
製
品

の
製
造
業
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

三

医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

四

再
生
医
療
等
製
品
の
再
審
査
及
び
再
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

五

医
療
機
器
の
販
売
業
、
貸
与
業
及
び
修
理
業
並
び
に
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
に
関
す
る
こ
と
（
医
政
局
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。



七
頁

六

医
療
機
器
等
の
基
準
に
関
す
る
こ
と
。

七

希
少
疾
病
用
医
薬
品
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
限
る
。
）
、
希
少
疾
病
用
医
療
機
器
及
び
希
少
疾
病
用
再
生
医
療
等
製

品
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

八

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
の
行
う
次
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

イ

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
第
十
五
条
第
一
項
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
（
同
号
イ

及
び
ロ
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
医
療
機
器
等
に
関
す
る
こ
と
に
限
り
、
同
号
ハ
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
医
療

機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
業
の
登
録
、
医
療
機
器
等
の
製
造
販
売
の
承
認
並
び
に
再
生
医
療
等
製
品
の
製

造
業
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
、
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
に
関
す
る
こ
と
、
再

生
医
療
等
製
品
の
再
審
査
及
び
再
評
価
に
関
す
る
こ
と
、
医
療
機
器
等
の
基
準
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
医
療
機
器
そ
の

他
衛
生
用
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
に
関
す
る
工
業
標
準
の
整
備
及
び
普
及
そ
の
他
の
工
業
標
準
化
に
関
す
る
こ
と
に

限
り
、
同
号
ニ
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
医
療
機
器
等
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）

ロ

イ
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

ハ

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
八
十
条
の
五



八
頁

第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
（
医
療
機
器
等
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）

九

医
療
機
器
そ
の
他
衛
生
用
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
に
関
す
る
工
業
標
準
の
整
備
及
び
普
及
そ
の
他
の
工
業
標
準
化
に

関
す
る
こ
と
。

第
五
十
三
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「
医
薬
品
等
」
の
下
に
「
及
び
医
療
機
器
等
」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
中

「
医
薬
品
等
」
の
下
に
「
及
び
医
療
機
器
等
」
を
加
え
、
「
審
査
管
理
課
」
を
「
医
薬
品
審
査
管
理
課
及
び
医
療
機
器
審
査
管

理
課
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
審
査
管
理
課
」
を
「
医
薬
品
審
査
管
理
課
及
び
医
療
機
器
審
査
管
理
課
」
に
改
め
る
。

第
五
十
四
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「
医
薬
品
等
」
の
下
に
「
及
び
医
療
機
器
等
」
を
加
え
る
。

「
監
督
課

第
五
十
九
条
第
一
項
中
「
八
課
」
を
「
十
課
」
に
、
「
監
督
課
」
を

労
働
関
係
法
課

に
改
め
る
。

賃
金
課

」

第
六
十
一
条
第
一
号
中
「
労
働
契
約
、
賃
金
の
支
払
、
最
低
賃
金
、
」
を
削
り
、
「
労
災
管
理
課
」
を
「
他
課
」
に
改
め
、

同
条
第
二
号
中
「
、
労
働
契
約
、
最
低
賃
金
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
賃
金
体
系
に
関
す
る
こ
と
を

除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
を
削
る
。
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第
六
十
二
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
労
働
関
係
法
課
の
所
掌
事
務
）

第
六
十
二
条
の
二

労
働
関
係
法
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
契
約
に
関
す
る
政
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
労
働
契
約
に
関
す
る
こ
と
（
労
働
基
準
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
及
び
労
働
基
準
監
督

官
の
行
う
監
督
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

三

労
働
者
の
団
結
す
る
権
利
及
び
団
体
交
渉
そ
の
他
の
団
体
行
動
を
す
る
権
利
の
保
障
に
関
す
る
こ
と
（
中
央
労
働
委
員

会
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四

労
働
関
係
の
調
整
に
関
す
る
政
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

五

個
別
労
働
関
係
紛
争
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

（
賃
金
課
の
所
掌
事
務
）

第
六
十
二
条
の
三

賃
金
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

賃
金
の
支
払
及
び
最
低
賃
金
に
関
す
る
政
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。
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二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
最
低
賃
金
に
関
す
る
こ
と
（
労
働
基
準
監
督
官
の
行
う
監
督
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。

）
。

三

賃
金
体
系
に
関
す
る
こ
と
。

四

退
職
手
当
の
保
全
措
置
そ
の
他
の
退
職
手
当
に
関
す
る
こ
と
（
退
職
手
当
の
支
払
に
関
す
る
こ
と
及
び
労
働
基
準
監
督

官
の
行
う
監
督
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

第
百
十
条
第
五
号
中
「
大
臣
官
房
及
び
」
を
削
る
。

第
百
三
十
条
第
二
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
事
業
管
理
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

政
府
管
掌
年
金
事
業
等
の
実
施
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
関
す
る
電
子
計
算
組
織
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
三
十
条
の
二
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
年
金
保
険
原

簿
（
同
法
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
原
簿
を
い
う
。
）
の
訂
正
の
請
求
及
び
国
民
年
金
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
国
民
年
金
原
簿
（
同
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
国
民
年
金
原
簿
を
い
う
。
）
の
訂
正
の
請
求
に
関
す
る
こ
と
。
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第
百
三
十
条
の
二
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

政
府
が
管
掌
す
る
厚
生
年
金
保
険
及
び
国
民
年
金
の
統
計
並
び
に
全
国
健
康
保
険
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
及
び
船

員
保
険
の
統
計
（
健
康
保
険
法
第
五
条
第
二
項
若
し
く
は
第
百
二
十
三
条
第
二
項
又
は
船
員
保
険
法
第
四
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
業
の
運
営
の
た
め
の
統
計
数
理
的

調
査
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
三
十
一
条
第
一
項
中
「
四
人
」
を
「
六
人
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
三
条
の
二
第
二
項
中
「
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

２

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
十
六
第
一
号
中
「
同
条
第
六
項
」
を
「
同
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。
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（
最
低
賃
金
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

３

最
低
賃
金
審
議
会
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
「
労
働
条
件
政
策
課
」
を
「
賃
金
課
」
に
改
め
る
。

（
国
民
年
金
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

４

国
民
年
金
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
四
の
二
第
一
号
中
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

（
社
会
保
障
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

５

社
会
保
障
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
六
号

中
「
事
業
企
画
課
」
を
「
事
業
管
理
課
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
す
る
。
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理

由

厚
生
労
働
省
の
所
掌
事
務
の
的
確
な
遂
行
を
図
る
た
め
、
大
臣
官
房
統
計
情
報
部
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
大
臣
官
房
に
サ

イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
審
議
官
を
置
く
ほ
か
、
医
薬
・
生
活
衛
生
局
、
労
働
基
準
局
及
び
年
金
局
の
再
編
、
政
策
統

括
官
の
職
務
の
変
更
を
行
う
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


